
各学校では、不登校児童生徒の問題に対し、組織的・計画的に取り組まれているところで
ありますが、道内（札幌市を除く）の小・中・高等学校、義務教育学校、中等教育学校にお
いて、平成29年７月末現在、すでに30日以上欠席している児童生徒が2,000人以上、10～29日
欠席している児童生徒が約1,800人いるなど、憂慮すべき状況にあります。
本資料は、不登校児童生徒への支援の在り方や、「児童生徒理解・教育支援シート」等の作成

及び活用方法について示していますので、各学校において、不登校児童生徒への対応を行う上
での参考にしてください。
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「不登校児童生徒への対応」について
平成29年10月20日

「児童生徒理解・教育支援シート」は、不
登校児童生徒一人一人の状況を的確に把握す
るツールであり、当該児童生徒の置かれた状
況を関係機関等で情報共有し、組織的・計画
的に支援を行うためのものです。
本シートについては、学級担任や養護教諭、

スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカー等を中心に学校が組織的に作成しま
す。（シートの様式は任意で、文部科学省Web
ページから、ダウンロードすることが可能）

「組織的」、「計画的」、「児童生徒一人一人に応じた専門的な支援」

不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方について

「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、
児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立すること
を目指す必要があります。

児童生徒理解・教育支援シートの活用 専門的機関等における相談・指導

不登校児童生徒の社会的自立

【各シートの主な記載内容】
○「共通シート」 →基本情報、本人の状態
○「学年別シート」→学習、健康、欠席状況
○「ケース会議・検討会等記録シート」
→支援に関連する協議結果、保護者の希望

※ 項目等は、学校の実態に応じて変更可

欠席10日～29日の児童生徒は、専門的機
関等で相談・指導を受けている割合が低い
状況にあります。そのため、早期段階から
養護教諭やスクールカウンセラー等による
学校内での専門的な相談・指導を行う必要
があります。
また、各学校は、不登校児童生徒及び保

護者に対して、専門的機関を周知し、専門
的知見に基づいた指導を受けることができ
るよう、きめ細かに支援する必要があります。

【専門的機関（相談窓口）の周知】
○教育支援センターや教育センター等、教
育委員会所管の機関

○児童相談所、病院、民間団体等
○不登校が長期間にわたる児童生徒に対す
るスクールソーシャルワーカーの活用

各市町教育委員会や、北海道教育委員会、胆振教育局な

どに相談することが可能です。相談窓口については、北海

道教育委員会のＷｅｂページに記載しております。


